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【相談】 
来年４月に消費税が８％に引き上げられます。再来年１０月には、さらに１０％に引き上

げられる予定です。財政を健全化するとともに、社会保障制度を維持するためと謳っていま

すが、こんな数％の引き上げで済むものなのでしょうか。私たちの年金は守られるものなの

でしょうか？ 
 
【アドバイス】 
まず、消費税の引き上げがもたらす財政効果を確認してみます。 
平成２５年度の一般会計予算を見てみますと次のようになっています。 
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そして、労働保険や年金保険さらには農業、林業、社会資本などの１８特別会計を含むと 

≪総額２２３兆円≫ 

歳 

出 

社会保障 

７６．４兆円 

３４．３％ 

交付税 

19.9 

8.9% 

財投 

12.2 

5.5% 

その他 

30.8兆 

13.8% 

国債費 

８３．７兆円 

３７．５％ 

 
消費税の税収は１０．６兆円であり、現在の経済情勢で３％の増税による効果は６．４兆

円に留まり、歳入の公債金の１４％を賄うにすぎません。５％の増税としても２３％です。

特別会計を含む歳出における国債費に占める増税効果は、ほんの７．６％にしかすぎません。

消費税の増税で、財政再建が図れるというものでは全くありません。 
歳入の公債金を消費税の増税で賄うとしたら、消費税を約２７％としなくてはなりません。 
しかし、特別会計を含めた国債費となると、一般会計の国債費の約４倍もあり、消費税が

１００％強になってしまいます。とても現実的な数字ではありません。 
社会保障給付費の予算は、１１１兆円にも上り、既に国家予算枠を上回っています。平成

３７年(2025 年)には、１４５兆円に達する予想です。 
国の債務残高は、１，０００兆円を超え、日本のＧＤＰ約５００兆円の２倍です。 
１，０００倍のスーパー・インフレによって資産の超暴落を招くか、国民資産の没収か、

国債債務の帳消しかを強硬に進めるかしなければ到底財政の健全化はありえないでしょう。

それとも、国有資産（株や土地、国宝などの文化財）の売却益で賄うかでしょうか。 
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